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高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

令
和
六
年
六
月
四
日
に
受
領
し
た
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
二
一
三
第
一
〇
一
号
）
を
踏
ま
え
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ

廃
棄
物
の
処
理
に
関
し
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
た
い
。 

一 

「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
」
の
定
義
に
つ
い
て 

 

１ 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
」
と
い

う
。
）
及
び
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
（
以
下
「
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
の
定
義
が
定
め
ら

れ
て
い
る
が
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
を
踏

ま
え
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
又
は
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
発
生
の
始
期
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
で

定
め
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
」
と
い
う
。
）
又
は
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

ル
使
用
製
品
（
以
下
「
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
」
と
い
う
。
）
の
占
有
者
が
自
ら
利
用
し
、
又
は
他
人
に
有
償
で
譲
渡

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
不
要
と
な
っ
た
時
点
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
法
第
十
条
で
定



 

２ 

 

め
る
処
分
期
間
内
又
は
特
例
処
分
期
限
日
ま
で
に
廃
棄
さ
れ
な
か
っ
た
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
に
つ
い
て
高
濃
度
Ｐ
Ｃ

Ｂ
廃
棄
物
と
み
な
す
規
定
を
置
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
廃
棄
物
の
該
当
性
の
判
断
に
お
い
て
、
全
て
の
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使

用
製
品
は
、
処
分
期
間
又
は
特
例
処
分
期
限
日
を
経
過
し
た
時
点
に
お
い
て
、
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
と
判
断
さ
れ
る
と

考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
が
設
置
さ
れ
た
建
物
に
つ
い
て 

 

１ 

物
件
引
渡
し
後
に
買
主
が
建
物
を
解
体
撤
去
す
る
こ
と
が
前
提
の
不
動
産
取
引
の
場
合
、
建
物
に
付
帯
す
る
設
備
で
あ

る
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
の
処
分
責
任
は
売
主
側
に
あ
る
か
、
買
主
側
に
あ
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
不
動

産
取
引
後
の
建
物
内
に
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
に
お
け
る
届
出
が
な
さ
れ
て
い
な
い
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
が
確
認
さ
れ
た
場
合

の
処
分
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

沖
縄
県
内
の
建
物
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
第
十
条
の
処

分
期
間
又
は
特
例
処
分
期
限
日
を
経
過
し
た
令
和
三
年
四
月
一
日
又
は
令
和
四
年
四
月
一
日
以
降
、
そ
の
届
出
の
有
無
又

は
使
用
若
し
く
は
保
管
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
濃
度
Ｐ

Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 



 

３ 

 

 
３ 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
第
十
七
条
に
お
い
て
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
譲
渡
し
及
び
譲
受
け
の
制
限
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
法

第
十
条
の
処
分
期
間
又
は
特
例
処
分
期
限
日
の
経
過
後
で
あ
る
令
和
三
年
四
月
一
日
又
は
令
和
四
年
四
月
一
日
以
降
、
沖

縄
県
内
に
お
け
る
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
物
の
所
有
権
の
移
転
に
お
い
て
は
、
同
法
第
十
八
条

第
三
項
及
び
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
が
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
で
あ
る
と
判
断
さ
れ

る
た
め
、
建
物
の
所
有
権
と
は
別
に
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
で
あ
る
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用

製
品
の
所
有
権
の
移
転
は
制
限
を
受
け
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

在
日
米
軍
基
地
か
ら
排
出
さ
れ
た
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て 

 

１ 

政
府
は
、
在
日
米
軍
か
ら
引
き
渡
さ
れ
た
建
物
に
設
置
さ
れ
て
い
る
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
に
つ
い
て
は
、
建
物
と

し
て
引
き
渡
さ
れ
、
防
衛
省
が
工
事
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
が
結
果
と
し
て
発
生
し
た
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
第
十
条
の
処
分
期
間
又
は
特
例
処
分
期
限
日
を
経
過
し
た
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
は
、
同
法
第

十
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
防
衛
省

及
び
在
日
米
軍
の
間
で
廃
棄
物
処
理
法
な
ど
関
係
法
令
に
よ
っ
て
建
物
本
体
の
譲
受
け
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
建
物
に

設
置
さ
れ
て
い
る
処
分
期
間
又
は
特
例
処
分
期
限
日
を
経
過
し
た
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
の
規
定



 

４ 

 

に
よ
り
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
譲
渡
し

及
び
譲
受
け
の
制
限
を
受
け
る
と
と
も
に
、
同
法
第
三
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
前
の
所
有
者
で
あ
る
在
日
米
軍
が

一
義
的
に
そ
の
処
分
責
任
を
負
う
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

こ
れ
ま
で
、
建
物
が
在
日
米
軍
か
ら
防
衛
省
に
引
き
渡
さ
れ
た
際
に
防
衛
省
は
、
電
気
事
業
法
に
お
け
る
高
濃
度
Ｐ
Ｃ

Ｂ
含
有
電
気
工
作
物
に
係
る
新
た
に
判
明
し
た
場
合
若
し
く
は
譲
受
け
に
関
す
る
届
出
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
に
お
け
る
高

濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
若
し
く
は
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
保
管
若
し
く
は
譲
受
け
に
関
す
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
か
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

政
府
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
に
お
い
て
、
建
物
の
売
買
契
約
を
行
う
前
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
の

設
置
の
有
無
の
確
認
や
電
気
事
業
法
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
に
従
い
、
所
要
の
手
続
を
行
う
こ
と
を
国
民
に
求
め
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
防
衛
省
が
在
日
米
軍
か
ら
建
物
を
引
き
受
け
る
際
に
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
の
有
無
を
確
認
し
な
い

こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

 

４ 

平
成
十
八
年
七
月
二
十
一
日
、
投
資
法
人
が
Ｐ
Ｃ
Ｂ
付
物
件
の
取
得
の
際
に
前
所
有
者
に
届
出
義
務
や
処
分
責
任
が
あ

る
と
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
の
規
定
を
確
認
せ
ず
、
投
資
法
人
が
管
理
す
る
も
の
と
し
て
届
出
を
行
っ
た
た
め
、
金
融
庁
か



 

５ 

 

ら
行
政
処
分
を
受
け
た
。
政
府
は
こ
の
金
融
庁
の
処
分
に
お
い
て
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
の
義
務
や
責
任
に
関
す
る
判
断
を
示
し

な
が
ら
、
他
方
で
在
日
米
軍
か
ら
建
物
を
防
衛
省
に
引
き
受
け
る
際
に
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
製
品
の
有
無
を
確
認
せ
ず
、
そ
の

処
分
責
任
を
在
日
米
軍
に
求
め
な
い
と
の
見
解
は
論
理
が
破
綻
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


